
憲
法
改
悪
反
対
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
反
対
、

憲
法
調
査
会
は
た
だ
ち
に
解
散
せ
よ

衆
議
院
憲
法
調
査
会
は
一
五
日
、
最
終
報
告
書
を
自
民
、
民
主
、
公
明
の
賛
成
多
数
で
決
定
し
、
衆
議

院
議
長
に
提
出
し
ま
し
た
。
参
議
院
憲
法
調
査
会
は
、
二
〇
日
に
最
終
報
告
書
を
提
出
す
る
予
定
で
す
。

自
民
党
は
一
一
月
に
憲
法
改
正
案
を
発
表
、
民
主
党
も
〇
六
年
中
に
憲
法
改
正
案
を
ま
と
め
る
予
定
に
な

っ
て
い
ま
す
。

一
五
日
に
提
出
さ
れ
た
衆
議
院
憲
法
調
査
会
の
最
終
報
告
で
は
、
第
九
条
に
か
か
わ
っ
て
は

「
九
条

、

。

。

一
項
の
戦
争
放
棄
の
理
念
堅
持

自
衛
権
の
行
使
と
し
て
必
要
最
小
限
の
武
力
行
使
を
認
め
る
意
見
多
数

集
団
的
自
衛
権
の
是
非
は
意
見
が
三
分

「
非
軍
事
分
野
に
限
ら
ず
国
連
の
集
団
安
全
保
障
活
動
に
参
加

」

す
べ
き
だ
と
の
意
見
多
数
」
と
な
っ
て
い
ま
す

「
調
査
会
の
枠
組
み
を
維
持
し
、
憲
法
改
正
手
続
き
法

。

の
起
草
及
び
審
査
権
限
を
付
与
す
る
と
の
意
見
多
数
」
と
し
て
、
憲
法
の
「
改
正
」
に
ま
で
踏
み
込
ん
で

い
ま
す
。

憲
法
調
査
会
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
に

「
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
広
範
か
つ
総
合
的
に
調
査
を
お
こ

、

な
う

「

報
告
書
は
）
調
査
の
経
過
と
結
果
（
を
の
べ
る

」
と
し
て
、
設
置
さ
れ
た
も
の
で
す
。
五
年

」
（

）

を
め
ど
に
設
置
さ
れ
た
憲
法
調
査
会
に
、
設
置
時
に
与
え
ら
れ
た
任
務
を
超
え
て
、
憲
法
改
正
の
手
続
法

の
起
草･

審
査
権
限
を
与
え
る
方
向
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。

最
終
報
告
書
は
、
こ
う
し
た
設
置
の
目
的
を
果
た
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
理
由
や
根
拠
を
明

ら
か
に
し
な
い
ま
ま
、
議
員
の
意
見
の
多
寡
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
国
民
に
考
え
る
手
が
か
り
を
示

し
て
い
ま
せ
ん
。
小
沢
隆
一
静
岡
大
学
教
授
は
、｢

憲
法
論
議
は
『
数
』
の
問
題
で
は
な
く
、
大
事
な
の

は
『
理
』
の
問
題
で
す

「
改
憲
派
は

『
理
』
の
部
分
で
自
信
が
な
い
か
ら
意
見
の
多
寡
を
示
し
た
に

」

、

過
ぎ
な
い｣

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

第
九
条
改
定
の
最
大
の
ね
ら
い
は
、
自
衛
隊
を
武
力
行
使
の
目
的
で
海
外
に
派
兵
す
る
こ
と
で
す
。
そ

の
一
つ
は
、
国
連
の
決
議
に
も
と
づ
い
て
多
国
籍
軍
へ
参
加
す
る
こ
と
で
す
。
湾
岸
戦
争
で
は
国
連
決
議

が
あ
り
ま
し
た
。
多
国
籍
軍
が
組
織
さ
れ
、
イ
ラ
ク
を
攻
撃
し
ク
ウ
ェ
ー
ト
か
ら
排
除
し
ま
し
た
。
日
本

は
第
九
条
が
あ
る
た
め
に
、
多
国
籍
軍
へ
の
参
加
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
の
「
国
際
貢
献
」
は
、

湾
岸
戦
争
終
了
後
に
機
雷
除
去
の
た
め
に
掃
海
艇
を
派
遣
す
る
こ
と
、
多
額
の
戦
費
を
負
担
す
る
こ
と
で

し
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
政
府
に
と
っ
て
は
、｢

汗
を
流
せ
な
か
っ
た

「
血
を
流
せ
な
か
っ
た
」
が
湾

」

岸
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

二
つ
目
は

「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
」
で
す
。
国
連
の
決
議
が
な
い
ま
ま
に
米
軍
の
軍
事
行
動
に
協

、

力
し
、
武
力
行
使
を
お
こ
な
う
こ
と
で
す
。
政
府
は
、
集
団
的
自
衛
権
は
固
有
の
権
利
と
し
て
あ
る
が
、

、

。

、

、

第
九
条
に
よ
っ
て
そ
の
行
使
は
許
さ
れ
て
い
な
い

と
く
り
返
し
述
べ
て
い
ま
す

し
か
し

報
告
書
は

「
国
連
の
集
団
安
全
保
障
活
動
に
参
加
す
べ
き
の
意
見
は
多
数
」
と
し

「
最
小
限
度
の
武
力
行
使
を
認

、

め
る
」
は
意
見
が
あ
っ
た
と
し
て
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
へ
の
道
を
開
く
可
能
性
を
残
し
て
い
ま
す
。

こ
の
報
告
書
に
対
し
て
、｢

憲
法
見
直
し
作
業
に
向
け
て
今
後
の
指
針
と
な
る｣

（
自
民

、｢

報
告
書

）

の
作
成
を
一
つ
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
と
し
て
、
第
二
ス
テ
ッ
プ
に
進
む
こ
と
を
期
待｣

（
民
主

「
憲
法

）

論
議
は
い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
本
番
が
始
ま
る
の
だ

（
公
明
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
党
が
報
告
書
を
評
価
し

」

て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
次
の
こ
と
を
強
く
求
め
ま
す
。

一
、
憲
法
調
査
会
は
、
た
だ
ち
に
解
散
す
る
こ
と

一
、
国
民
投
票
法
は
、
断
念
す
る
こ
と

一
、
憲
法｢

改
正｣

は
、
絶
対
に
お
こ
な
わ
な
い
こ
と

右
、
決
議
し
ま
す
。

二
〇
〇
五
年
四
月
一
六
日

埼
玉
県
高
等
学
校
教
職
員
組
合
第
一
回
分
会
・
専
門
部
代
表
者
会
議


